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１ 日 時    令和３年６月２１日（月） 

午後３時００分～午後３時１５分 

 場 所    市役所３階 ３０３・３０４会議室 

 

２ 出席委員 

委 員         德 永 秀 文 

委 員         𡈽 方 実 加 

委 員         松 岡  舟 

委 員         福 田 康 知 

教育長         金 丸 眞 明 

 

  説明のため出席した者 

         教育部長              七 座 武 史 

総務課長              吉 野 隆 志 

学校給食センター所長        小 松 昌 徳 

文化財保存活用課長         東  信 男 

総務課副課長            高 倉 鋭 悟 

市民生活部長            小 山 隆 史 

生涯学習課長            田 中 壽 紀 

生涯学習課副課長          高 木 和 弘 

  書 記    総務課主査             直 江 麻 紀 

 

３ 傍 聴    なし 

 

４ 議 題 

報告第 13号 専決処分の報告について（丸亀市学校給食センター運営委員会委員の委嘱）                                   

議案第 6号 丸亀市立資料館学芸委員会委員の委嘱について 

議案第 7号 丸亀市立資料館運営協力委員の委嘱について 

議案第 8号 丸亀市社会教育委員の委嘱について 

議案第 9号 丸亀市生涯学習推進員の委嘱について 

丸亀市教育委員会会議録  
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５ 報告事項 

  教育委員会承認「共催・後援」の状況 

 

６ 会議録署名委員の選任 

丸亀市教育委員会会議規則第１３条第３項の規定に基づき、次の２名を会議録署名人に指名

する。福田 康知委員、松岡 舟委員 

 

７ 議事の大要 

午後３時００分 開会 

報告第 13号 専決処分の報告について（丸亀市学校給食センター運営委員会委員の委嘱） 

〔学校給食センター所長〕 

専決処分の報告につきましては、丸亀市学校給食センター条例に基づき委嘱している丸亀市

学校給食センター運営委員会委員が、令和3年5月31日をもって任期満了となりましたので、関

係団体などの推薦に基づき専決処分により新たに委員の委嘱をしたので、丸亀市教育長に対す

る事務委任等規則第3条第2号に基づき教育委員会に報告するものである。 

 

特になし 

 

議案第 6号 丸亀市立資料館学芸委員会委員の委嘱について 

〔文化財保存活用課長〕 

丸亀市立資料館学芸委員会委員の委嘱につきましては、資料館の運営等に関し、教育委員会

の諮問に応じ調査及び審議するため、丸亀市立資料館条例第 4条の規定により設置している丸

亀市立資料館学芸委員会の委員が、令和 3年 6月 30日をもって任期満了となりますので、資料

館運営に関する学識と経験を有する者を、新たに令和 3年 7月 1日から 2年間、委員として委

嘱したいのである。 

 

特になし 

教育長が各委員に諮り、異議なしと決定 

 

議案第 7号 丸亀市立資料館運営協力委員の委嘱について 

〔文化財保存活用課長〕 

丸亀市立資料館運営協力委員の委嘱につきましては、資料館の事業を援助するため、丸亀市

立資料館条例施行規則第 8条により委嘱している資料館運営協力委員が、令和 3年 6月 30日を

もって任期満了となりますので、各種団体から推薦等され、資料館運営に関する知識と経験を
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有する者を、新たに令和 3年 7月 1日から 2年間、委員として委嘱したいのである。 

 

〔教育長〕 

 今回、任期満了となった委員は 10名で、新たに委嘱される委員は 9名だが理由はあるのか。 

 

〔文化財保存活用課長〕 

 適任者がいなかったため9名となったが、規則では委員は15名以内となっており問題はない。 

 

〔教育長〕 

 具体的な仕事内容はどのようなものか。 

 

〔文化財保存活用課長〕 

 様々な分野のエキスパートであるので、企画展などについて意見をいただいたりしている。 

 

教育長が各委員に諮り、異議なしと決定 

 

議案第 8号 丸亀市社会教育委員の委嘱について 

〔生涯学習課長〕 

丸亀市社会教育委員の委嘱につきましては、社会教育法第 15条の規定に基づき、社会教育に

関する諸計画の立案や研究調査等を行うため委嘱している丸亀市社会教育委員が、令和 3 年 6

月 30日をもって任期満了となりますので、新たに令和 3年 7月 1日から 2年間、委員を委嘱し

たいのである。 

 

特になし 

教育長が各委員に諮り、異議なしと決定 

 

 

議案第 9号 丸亀市生涯学習推進員の委嘱について 

〔生涯学習課長〕 

丸亀市生涯学習推進員の委嘱につきましては、地域における生涯学習の推進や、生涯学習を

通したまちづくりを担う指導者として、丸亀市生涯学習推進員設置要綱第 3条に基づき配置し

ている丸亀市生涯学習推進員が、令和 3年 6月 30日で任期満了となりますので、新たに令和 3

年 7月 1日から 2年間、推進員を委嘱したいのである。 
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特になし 

教育長が各委員に諮り、異議なしと決定 

 

 

８ 報告事項 

 教育委員会承認「共催・後援」の状況 

〔総務課副課長〕 

今回の承認の期間は、令和 3年 5月 15日から 6月 11日までで、後援申請が 11件あり、いず

れも継続の申請である。芸術、文化又はスポーツの振興、社会教育の向上など市民福祉の増進

に寄与すると認められることから承認済みである。 

 

 特になし 

 

９  閉会 

    午後３時１５分 


